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令和 5 年度「事業」提案書        令和 4 年 9 月 22 日

（宛先） 

 平塚市長 

団 体 名 

（特定非営利活動法人） 

湘南ＮＰＯサポートセンター 

代 表 者 坂田美保子 

事業担当課 協働推進課 

提 案 型 

□行政提案型   

■市民提案型（■自由部門 □テーマ設定部門）

新規・継続 □新規（提案 年分）■継続（令和 3年度～） 

 協働事業について、以下のとおり事業提案します。

１ 提案内容（事業担当課との意見交換をもとに、具体的に詳しく記入してください。） 

①事業名 「社会環境の変化に対応した地域活動の仕組みづくり支援事業」 

②事業の目的・ 

必要性 

なぜこの事業が必要
か、どのような市民サ 

ービスの向上が図られ
るのかなど。 

平塚市との協働で実施している「ひらつか地域づくり市民大学」は、平

成 25 年より 9 年間実施し、延べ 1､500 人を超える地域の皆さんに参加し

ていただいている。その中で、多くの地区において、“役員のなり手がい

ない”、“役員の負担が大きい”等切実な声、意見をいただいてきた。自治

会離れや子ども会育成会の消滅、小・中学校 PTA 役員の辞退、各種団体役

員の高齢化等、地域活動の担い手不足が多くの地域で大きな課題となって

いる一方、今から 45 年前に発行された平自連だよりに、当時行われた自

治会アンケートの結果が掲載されているが、その頃から担い手不足が課題

となっていた。 

こうした中、一昨年度来の新型コロナウイルス感染防止対策の影響によ

り、様々な地域活動、地域行事が自粛、中止となり、開催内容や方法につ

いても見直していくきっかけとなった。 

本事業では、地域活動を行う上で参考となるような事例や新しいやり方

の試行経過をまとめることで、次世代へ継承していける持続可能な地域活

動の仕組みづくり支援を目的とする。 

③協働の必要性・ 

メリット 

なぜ、市と協働で実施

したいのか、協働する

ことの必要性を記入し

てください。 

また、市民・団体・市

のメリットをそれぞれ

具体的に記入してくだ

さい。

必

要

性 

 1 年目に実施したアンケート結果、2 年目に実施しているモデル地

区での試行計画の検討等をもとに、地域ごとに考えていくべき課題や

きっかけを地域に提示する。また、それに対してどう取り組んでいく

かを、地域からの要請に応じて、行政や NPO による支援等を行うとと

もに、具体的取組みを事例集として取りまとめることで地域活動を支

援する。それを横展開していくことで地域活動の活性化につながって

いくと考える。

メ

リ

ッ

ト

（市民のメリット：市民が受けられるサービスや解決される課題など）

・担い手不足等の課題解決へのヒントを得られる。

・地域活動の再編等のきっかけを得られる。

・地域活動の課題解決について支援を受けることができる。
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（団体のメリット：行政が持つ情報等の活用や信頼性の確保など） 

・市と一緒に取り組むことで、地域からの信頼が得やすくなる。

・「地域活動支援」という団体の目的が達成できる。

（市のメリット：団体が持つ専門性やノウハウの活用など） 

地域と行政だけでは解決できなかった担い手不足等の課題に、市民活

動団体や大学等との連携・協働の経験を持つ団体の専門性やノウハウ

を活用することで、解決へのヒントにつなげることが期待できる。

④事業のアピール

ポイント 

この事業の先駆性、先進

性、創意工夫、事業の売

りや熱い想いなどアピ

ールできることを記入

してください。 

過去 9 年間実施した「ひらつか地域づくり市民大学」の中で、地域の課

題に取り組むには、地域を「見る・聞く・調べる・比べる」、「地域の資源

を活用する」、「実践し振り返る（PDCA）」、が大切であること。また、少子

高齢化による人口構成の変化を知ること、役員の負担感、なり手不足を解

消するためには、業務の棚卸しを行いどこに問題があるかを調べ分析し地

域の中で共有すること、より多くの世代が関われる仕組みづくりが求めら

れること、等々を提案させていただいている。 

それらを踏まえ、令和 3 年度から開始した本事業においては、まずは本

市の地域活動の現状をより多くの方々と共有するため、市内全 226 自治会

役員関係者（回収 902 名／1157 名）にご協力をいただき、自治会運営の現

状、活動上の課題、コロナ禍での活動工夫等に関するアンケートを実施し

た。その結果、改めて役員の負担感や担い手不足の現状が明らかになり、

地域活動の継続性の危機感を確認する結果となった。 

今回のアンケートは地域活動の役員を対象としたため、全体的に高齢の

方の声が多く反映された結果となったが、今後の地域活動の継続性を考慮

すると、もう少し若い世代の声を聴き企画への参画を求めるなど、新たな

地域づくり支援が必要性であると感じている。 

●2 年目にあたる今年度は、地域づくり基本プロセス案をもとに、実践試

行していく上での留意点・ポイントを以下の２地区をモデルにして整理

する。 

＜モデル地区＞ 

○横内連合自治会地区 

・新たな役員選出方法や地域一丸となって行事の見直しに着手し始

めてている 

○LaLa 湘南平塚コモンズ自治会地区 

・新たな居住者中心に多世代参加型での企画運営に挑戦している 

●自治会町内会の現状を見ると役員の任期が 1～2 年と短く、地域の課題

を検証したり継続審議する時間もなく、定期的に行われるイベントの開

催やゴミの対応等諸々の諸問題に手一杯の状況であることがわかる。地

域活動の継続性や活性化を自治会に頼りきるのではなく、地域全体で考

える・実践する仕組みづくりも併せて検討したい。 

●これまでのひらつか地域づくり市民大学での外部講師の知見と示唆に 

加え、今年度の地域づくり市民大学で紹介していただく予定の市内 6 地

区の魅力的な取り組みも含め身近な事例集としてまとめる。地域性は異

なるが、取り組みの手法など活用できる部分も数多くあり、同様の課題

を抱えた地域の参考にしていただくことで、平塚らしい地域活動の活性

化に貢献できる。 
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⑤事業概要・計画 

スケジュール・人員配

置など時系列、箇条書

きで具体的に記入し

てください。 

（１）「事例集（仮称）素案」を踏まえた地域行事等の実践支援（6 人）

→前年度作成の「事例集（仮称）素案」のプロセスをもとに地域行

事や地域活動の見直しや新たな取り組みへの移行を検討している

地区に対して、実践の支援を行う

  ・実践の企画支援（３地区程度）         4～7 月

・実践実施プロセスの記録            8～11 月 

（２）実践事例の効果の整理（6 人）

→（1）の実践実施のチェックを踏まえ、地域住民から見てどのよう

な点が効果的であったかの意見把握を行う

・実施効果の住民ヒアリング            8～11 月

・ヒアリングから見た効果と改善点の整理      10～12 月

（３）「事例集(仮称)」確定版の作成・発行（6 人）

→市内各地域ならびに市民活動団体関係者を対象に幅広く公表して

いくため、これから地域づくりにかかわる人達にもわかりやすく、

参画する意欲を喚起できるよう、先進事例の解説等を加えたヒン

ト集として取りまとめていく

・編集会議（3 回程度）               11～2 月

・「事例集（仮称）」取りまとめ・作成  12～2 月

 ・「事例集（仮称）」500 部発行      3 月

（４）成果報告（6 人）

→市内各地域の関係者にお集まりいただき「地域づくり事例集（仮

称）」の報告、意見交換を行う

・成果報告会の開催                  2 月

⑥役割分担 

団体、市の役割を具体

的に記入してくださ

い。 

（団体の役割）

・実践モデル地区（3 地区程度）での企画・実施の支援

・実施結果についての住民ヒアリングの実施

・「事例集（仮称）」確定版の編集・作成

・編集会議、成果報告会の開催・運営

（市の役割）

・実践モデル地区（3 地区程度）の協力要請、サポート

・発行物の校閲・協力

・成果報告会の周知協力

・広報

⑦他団体との連携 

この事業に関し、他団

体等と連携の実績や

予定があれば記入。

・地域づくり市民大学のネットワーク（専門家、講師等）を通じた有識

者、関係者及び大学等との連携実績を活用

・試行支援の検討にあたっては、必要に応じ、当法人との連携の実績が

ある東海大学や市民活動団体に協力を要請する。

⑧成果目標 
（目標値） 

できるだけ数値で具

体的に記入してくだ

さい。 

・成果報告会に連合地区ごとに自治会役員だけでなく地域活動団体関係

者も積極的に参加する。27 連合地区×5～10 名程度

・成果報告による次年度取り組み意向地区 10 地区程度

（成果目標値：成果報告会出席 200 名、次年度取り組み意向 10 地区） 
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⑨関連法令等 

事業実施に関連した

法令等があれば記入

してください。 ※ご不明の場合は、事業担当課へご確認ください。

⑩実施年度以降の

展望 

今回提案の事業実施 

年度以降の展望を記 

入してください。 

□ 実施年度以降も提案型協働事業で実施

※市支出見込額（3 年目 3,045,000 円）

□ 提案型以外の方法で協働を継続

□ 団体が単独で実施 □ 行政が単独で実施 □ 終了する

■ その他（地域のニーズに対応すべく担当課と協議していきたい）

（実施後の具体的な事業展開や上記の補足事項）

・平塚市では、町内福祉村、教育力ネット、公民館運営会議等に加え、

令和 4 年度からの小中学校でコミュニティスクール導入等、各種地域

活動団体と学校、公民館がより連携して地域活動・運営していく仕組

みの基盤が着実に進んでいる。

・また、若い世代のテレワークスタイルの定着、地域で過ごす時間が増

えていくことを見据えると、より幅広い世代でのわがまち意識が高ま

り、地域活動に参加するきっかけがあれば、多世代参画型の地域づく

りの定着が進んでいくことが予想される。

・人口増加・市街地拡大時代、ワーク・ライフスタイル多様化時代に創

設された地域活動団体、役員構成、そのもとでの助成・予算構成とい

うモデルにおいても量的規模的な縮小均衡へと確実に向かっていくと

予想される。

・今回の協働事業の成果を通して、縦割り型から地域（各種地域団体）、

行政、学校、企業が連携したスマートな地域運営・課題解決の仕組み

（ヒト、コト、バショ、カネの歯車の再構築）を「ひらつか共創スタ

イル」として整えるきっかけとなり、“人生 100 年時代の住み続けたい

まち平塚”に寄与していけると考える。

 そのためにも、本事業で終わらせることなく「地域活動支援モデル」

として継続した取り組みが行えるような体制づくりを平塚市とともに

検討・実施していきたい。
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２ 企画提案団体の概要

①

体名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ショウナンエヌピーオーサポートセンター

特定非営利活動法人 湘南ＮＰＯサポートセンター

②所在地 

〒259-1517

平塚市長持 568 番地の 5

②

ｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
http:// snposc.org

④連絡担当者 

及び連絡先 

担当者 鈴木 奏到 （役職） 理事

電 話 080-3423-2534 （連絡可能な時間帯） 10:00～18:00

ＦＡＸ 0463-55-0628 e-mail kaszk1426@gmail.com

住 所 
〒254-0002  

平塚市横内 2038－3

⑤設立年月 平成 22 年 6 月 （法人格取得年月 平成 24 年   3 月）

⑥会員の状況 個人会員 49 人 （うち平塚市民 39 人 団体会員 1団体

⑦活動内容 

・活動実績 

当法人は、「一人ひとりが自分らしく暮らせるまち」を願い、社会のために何か

したい人、市民活動・地域活動を行う人を応援することで、組織の壁・心の壁

を越えて、人々がつながり共に行動する市民社会の実現をミッションに、H22．

6 月任意団体として設立。H24．3 月 NPO 法人格を取得して現在に至る。 

過去 3 年間の主な実績 

１． まちづくり事業部 

〇「ひらつか地域づくり市民大学」開催 

・平成 25 年度～令和 3 年まで毎年 1回開催、計 9回実施（受講者実績 1､581

名：公開講座含む）平塚市協働推進課・平塚市中央公民館・平塚市福祉総務

課との協働事業  

〇神奈川県との協働事業 

・共生社会仕組みづくり外出支援モデル事業（平成 30 年度～） 

・農福連携マッチング到支援事業（令和元年度～） 

・地域の支え合い仕組みづくり事業（令和 2 年度～） 

〇「NPO・市民活動を支える人たちとゆるゆる語る会」令和元年 9 月 

講師：松原明氏（認定ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える活動を進める会

前代表理事）参加者数 18 名  

２． ひらつか市民活動センター協働運営 

・平成 29 年度～平塚市行政提案型協働事業により、ひらつか市民活動センタ

ーの協働運営を開始。令和 2 年度からは協働委託として市民活動センター

を運営中。 

（登録団体：市民活動団体 333 団体、一般団体 127 団体（R4 年 6 月現在））

 ・崇善公民館との合築による相互利活用（登録団体 124 団体） 

 ・令和元年に実施した団体向けアンケート調査結果から 90%以上の高い評価を

いただいている。 
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３． メディア事業部 

〇「ローカルメディア「ひらつか地域魅力ネット」の運営 

平成 30 年以降、実績 89 本の記事投稿 

地域で活動する魅力ある人・団体・場所・店舗等を取材し、Web サイトへ

掲載。平塚の魅力発信を行うとともに市民活動・地域活動の情報発信の場、

交流の場として活用していただくことを目的としている。 

〇「スマホサロン」毎週木曜午前開催 年間利用者延べ人数 110 名 

 IT スキルの高いシニア会員が中心となり、市民活動・地域活動団体へマン

ツーマンによる IT 支援を実施している。 

〇市民活動・地域活動団体のサポート事業として、チラシ・リーフレット・

情報紙などの作成及び HP・ブログの作成、及び作成のための相談助言等を

実施 

 （市民活動団体・平塚市自治会連合協議会情報紙・市 P 連情報紙・等他多数）

４． 大学・企業・ＮＰＯとのネットワーク事業 

・インターンシップ制度、並びに東海大学都市建築学部、工学部梶田ゼミ、

健康学部市川ゼミとの連携による地域活動支援 

 （ひらつか地域づくり市民大学、外出支援、交流型体験の里づくり事業他）

・神奈川大学平塚地区 BBS 会との連携による吉沢寺子屋の運営支援 

⑧協働事業
との関わり 

□新たな事業   ■今までの活動の拡大   □今までの活動と同規模

⑨活動体制 

活動に携わる

メンバーを記

入してくださ

い。 

１０名以上の

場合は、主なメ

ンバーを記入

してください。 

役職等 氏名 協働事業での役割 

① 理事長 坂田 美保子 全体統括責任者 

② 理事 鈴木 奏到 事業推進責任者・企画プロデュース 

③ 理事 梶田 佳孝 大学等との連携推進 

④ 理事 長谷川 正幸 
実践企画・住民ヒアリング実施他 

報告会運営 

⑤ 理事 氏家 真美 
事例集編集・成果報告運営 

⑥ 理事 宮崎 道名 
全体企画管理・事例集編集企画 

住民ヒアリング実施他 

⑦ 正会員 津田 潤 
実践企画・住民ヒアリング実施他 

⑧ 正会員 猪俣 位 
実践企画・住民ヒアリング実施他 

⑨ 正会員 田中 勉 
実践企画・住民ヒアリング実施 

事例集編集企画他 

⑩ 正会員 髙橋 貴之 
事例集編集・成果報告運営 

⑪ 会計 大澤 千鶴 会計担当 
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３ 収支予算書（この協働事業だけの金額を記入してください）

総 事 業 費 3,072,000 円
市 の 支 出 3,045,000 円

団体の支出（他の収入等） 27,000 円

①収入                         金額単位：円 

項  目 予算額 内  容

市の支出 Ｃ 3,045,000

団体の支出 27,000

事業収入

収入合計 Ａ 3,072,000

②支出 

項  目 予算額 うち市の支出分 積算単価のなど具体的な内容

謝金 45,000 45,000

地域づくり事例集（仮称）確定版指導謝礼 
編集会議等指導     
全体指導        

15,000*3 人回＝45,000 

賃金 2,636,000 2,636,000

全体企画・進行管理 
 4H*20 日*2 人*2,000＝320,000 

実践企画支援 
4H*10 日*4 人*3 地区*1,500＝720,000 

実践実施プロセスの記録 
4H*2 日*4 人*3 地区*1,500＝144,000 

実施効果の住民ヒアリング 
4H*2 日*4 人*3 地区*1,500＝144,000 

ヒアリングから見た改善点の整理 
4H*2 日*4 人*3 地区*1,500＝144,000 

地域づくり事例集（仮称）確定版の編集作業 
4H*20 日*2 人*2,000＝320,000 
4H*20 日*4 人*1,500＝480,000 

編集会議運営（3 回） 
3H*2 日*2 人*3 回*2,000＝72,000 
3H*2 日*4 人*3 回*1,500＝108,000 

報告会運営 
2H*2 日*2 人*3 回*2,000＝48,000 
2H*2 日*4 人*3 回*1,500＝72,000 

全体取りまとめ 
4H*4 日*2 人*2,000＝64,000 

印刷費 310,000 310,000

ヒアリング・検討会等資料コピー 
      100 枚*50 回*10＝50,000 
地域づくり事例集（仮称）印刷 
      500 部*500＝250,000 
全体取りまとめ 
      100 部*100＝10,000 
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旅費・交通費 54,000 54,000
ヒアリング地区へのバス代 
      6 人*18 回*500＝54,000  

食糧費 27,000
ヒアリング・検討会（18 回）のお茶代 
      10 人*18 回＊150＝27,000 

支出合計 Ｂ 3,072,000 Ｄ 3,045､000

注）収入合計 A と支出合計 B、及び、市の支出 C と支出合計 Dは同額となります。

注）市の支出の他に、県やその他の助成金がある場合は、収入・支出に明記してください。

※事業の実施及び予算は３月議会での承認により決定されます。

※この事業提案書は、個人情報の一部を除き、ホームページ等で公表します。
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 令和 4年 8 月 2 日 

   令和 5 年度実施 市民提案型協働事業 事前意見交換(中間・結果)確認書

事 業 名 「社会環境の変化に対応した地域活動の仕組みづくり支援事業」

実 施 主 体 

団 体 名 NPO 法人 湘南 NPO サポートセンター

事業担当課 協働推進課

意見交換の概要 

【提案団体の考え】 

① 自治会アンケート結果の詳細説明を実施・希望する地区をモデルに、現

在検討中の地域づくりプロセス案（（聞く／共有する／掲げる／取り組

む／振り返る）を基本に、新しい活動（行事）の企画・実施をワークシ

ョップで試行していってはどうか？ 

② 新しい形の活動を実施する上で、現行制度や基準等の制約があるのか、

運用上の解釈で実施できるか、行政側と一緒になって工夫・検討してい

ける機会を設けてはどうか？ 

【担当課の考え】 

① モデル地区でのワークショップにおいては、目的や目標を明確にして、

他事例等を参考に分かりやすく丁寧に説明をしたうえで進める必要が

ある。 

② 関係各課とも協議・調整し、現行の要綱や運用規程等を確認しながら進

めていく必要がある。 

事業実施に 

向けての 

課題と対応 

【確認できた現状の課題】 

① ワークショップに参加していただく地域のメンバー構成について世代

バランスに配慮し、幅広い意見を把握しながら進めていけることが重要

と考える。 

② 参加者だけではなく、幅広く周知・共有する方法の検討が必要と考える。

【確認できた課題への対応など】 

① 各種団体の宛職参加のみにならないよう、公募等も検討しておく。 

② 市内の他地域への適用も考えて、地域情報局の活用や地域独自の FB 等

実効性ある方法を検討する。 

今後の展望 

□①来年度実施協働事業として提案予定   □②今年度中に実施 

□③団体単独で実施            □④行政単独で実施 

□⑤現在、提案するか保留・検討中     □⑥他の制度を活用 

□⑦提案、及び、実施をしない（実施への課題等を今後も双方で協議） 

■⑧その他（地域のニーズに対応すべく担当課と協議していきたい） 

上記で協働事業

として提案しな

い場合等の理由 

協働事業での実施が困難な理由などを具体的に記入してください。 

事業実施に 

向けての 

改 善 策 

コロナ感染防止対策の長期化により、地域での関係団体が会する機会が

限られる可能性がある。ちいき情報局や地域内での独自の SNS（HP、

Instagram 等）の活用等、今後の地域活動の双方向による情報受発信の工夫

について地域の自主性や創意工夫を重視し、提案団体とともに新しい方式

を模索していく。 
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協働推進課 

調整事項 
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団体 担当課
4 4 13 平塚市（自宅） 事務作業　　　8：30～17：30　　　8H　 坂田

17 平塚市（自宅） 事務作業　　　8：30～16：30　　　７H　 坂田

18 ひらつか市民活動センター 打合せ　3年度振り返り、R45/7平自連総会段取り、他　　18～20時　2H坂田・鈴木・宮崎・津田 大関・柿沼

18 平塚市（自宅） 人件費明細書作成他　　4H 坂田

19 ひらつか市民活動センター 議事録作成、自己評価シート作成　2H +PPT津田さん資料打合せ2H坂田・鈴木・宮崎・田中・津田・長谷川・猪股

20 平塚市（自宅） 庁内アンケート調査・ヒヤリング報告書確認　1H 坂田

22 平塚市（自宅） 平自連総会用PPT資料確認　　1H 坂田

25 平塚市（自宅） 協働事業報告用資料（決算書含む）作成　　3H 坂田

26 平塚市（自宅） 協働事業報告用資料（決算書含む）作成　2H　 坂田

27 平塚市（自宅） 協働事業報告用資料（決算書含む）作成　2H　 坂田

30 平塚市（自宅） 報告会資料確認　1H 坂田

1 平塚市（自宅） 平自連総会用PPT資料確認　　1H 坂田

5 3 平塚市（自宅） 協働事業報告会資料作成確認　2H　 坂田

4 平塚市（自宅） 協働事業報告会資料作成確認　2H　 坂田

5 平塚市（自宅） 協働事業報告会資料作成確認　2H　 坂田

6 中央公民館 平自連総会準備　１H 坂田

7 中央公民館 平自連総会　3H 坂田

12 市役所 事業報告会出席　１H 坂田

17 平塚市（自宅） 次年度事業提案継続について　１H 坂田 大関・柿沼

18 平塚市（自宅） 伊勢山地区自治会からの依頼について　１H 坂田 柿沼

27 平塚市（自宅） 会員へ諸連絡（活動記録の提出その他）　1H 坂田

6 1 自宅 伊勢山講演準備　4H 宮崎

2 自宅 伊勢山講演準備　4H 宮崎

3 自宅 伊勢山講演準備　4H 宮崎

6 5 平塚市（自宅） メンバー活動記録まとめ　3H 坂田

6 平塚市（自宅） メンバー支払計算まとめ　3H 坂田

9 自宅 22日勉強（検討）会向け、自由記述関係資料作成（5時間） 高橋

13 自宅 22日勉強（検討）会向けデータ作成（5時間） 高橋

15 自宅 22日勉強（検討）会向け、自由記述データ作成、検討（4時間）高橋

16 自宅 22日勉強（検討）会向け、自由記述データ作成、検討（4時間）高橋

17 ひらつか市民活動センター メンバー支払い、個別意見集計まとめ　2H　 坂田

17 自宅 自治会アンケート自由回答打合せ（オンライン）　2H 鈴木、高橋

19 自宅 22日勉強（検討）会向け、自由記述データ作成、検討（3時間）高橋

20 自宅 自由記述パワーポイント資料作成（4時間） 高橋

21 自宅 自由記述パワーポイント資料作成（3時間） 高橋

22 自宅　オンライン R4進め方メンバー勉強会　17：30～19：30 田中・津田・坂田・斉藤・梶田・二宮・髙橋・杉本・高島

24 伊勢山地区 伊勢山講演準備　3H 宮崎

24 自宅 自由記述資料の修正（チーム内での助言後）（2時間） 高橋

25 自宅 伊勢山講演準備　4H 宮崎

25 ひらつか市民活動センター 伊勢山地区訪問準備　印刷他　17：00～18：00 坂田

25 平塚市（自宅） アンケート分析・追加まとめ　3H　 長谷川

26 松ヶ丘公民館 アンケート結果報告その他　12：30～16：00 宮崎・坂田 柿沼さん、大関さん

26 自宅 自由記述資料の修正（チーム内での助言後）（2時間） 高橋

27 ひらつか市民活動センター R4見積書作成　１H　 坂田

29 ひらつか市民活動センター モデル地区及び4年度の進め方会議　15：00～18：00 鈴木・田中・津田・坂田・長谷川・斉藤・宮崎 柿沼さん、大関さん

30 自宅 活動に於けるプロセスと役割分担について資料作成（１０：００～１１：３０）（１５：００～１６：００）津田

7 2 自宅 活動に於けるプロセスと役割分担について資料作成（１４：００～１５：３０）津田

3 自宅 活動に於けるプロセスと役割分担について資料作成（１４：００～１５：３０）津田

4 自宅 活動に於けるプロセスと役割分担について資料作成（１０：００～１１：３０）津田

7 5 ひらつか市民活動センター モデル地区日程調整の連絡　0・5 坂田 柿沼さん

6 自宅 活動に於けるプロセスと役割分担について資料作成（９：３０～１１：００）津田

7 ひらつか市民活動センター モデル地区横内地区日程調整　0.5 坂田 柿沼さん

8 平塚市内 協働事業　令和４年度計画（案）検討　２H 田中

10 自宅 自由記述資料再作成に向けた検討（2時間） 高橋

11 平塚市内 協働事業　令和４年度計画（案）作成　２H 田中

13 ひらつか市民活動センター 横内地区の進め方打合せ　17：10～18：30 鈴木・坂田

15 自宅 横内地区打合せ資料作成　２H 鈴木

18 ひらつか市民活動センター 横内地区訪問資料印刷準備　17：15～18：15 坂田

19 横内公民館 モデル地区横内地区会合18：00～20：00 鈴木・猪股・坂田・梶田・（高島・杉本） 柿沼さん、大関さん

20 ひらつか市民活動センター 24日らら湘南コモンズ平塚打合せ内容　0.5 坂田 柿沼さん

22 ひらつか市民活動センター 24日らら湘南コモンズ平塚打合せ進め方その他　0.5 坂田 大関さん

23 自宅 活動記録まとめ 坂田

23 自宅 横内地区打合せ議事録作成　1H 鈴木

24 パークホームズ集会室 LaLa湘南平塚コモンズ打合せ　2H 鈴木、坂田、津田、田中

25 自宅 モデル地区での定例会の現状把握を傍聴　議事録作成　（１０：００～１２：３０）津田

27 平塚市内
LaLa湘南コモンズ自治会傍聴会気付き事項作成
１H

田中

29 ひらつか市民活動センター R4中間報告打合せ　２H 鈴木、坂田、猪俣、津田、田中、長谷川

30 ひらつか市民活動センターメンバー連絡調整 坂田

31 自宅 R4中間報告資料作成　8H 鈴木

8 1 ひらつか市民活動センター 崇善地区、社協、包括、打合せ　2H 社協2名、包括、栗原会長、坂田 大関さん

2 ひらつか市民活動センター 協働事業申請書等修正　4H 坂田

3 ひらつか市民活動センター 協働事業申請書、活動記録まとめ　４H 坂田

令和5年度（2023）実施　市民提案型協働事業　活動記録簿
事業名 社会環境の変化に対応した地域活動の仕組みづくり支援事業

年
度

月 日 場所 内容
出席者
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特定非営利活動法人 湘南ＮＰＯサポートセンター 定款

第1章 総則

（ 名称）

第1条 この法人は、特定非営利活動法人湘南ＮＰＯサポートセンターという。

（ 事務所）

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県平塚市に置く 。

第2章 目的及び事業

（ 目的）

第 3条 この法人は、「 一人ひとりが自分らしく暮らせるまち」 を願い、広く地域で活動する人たちに

対して、市民活動に関する支援事業及び地域社会が求める経済活動やまちづく りを行うことで、

自立した市民社会と充実した地域活動の実現に寄与することを目的とする。

（ 特定非営利活動の種類）

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（ １） まちづく りの推進を図る活動

（ ２） 社会教育の推進を図る活動

（ ３） 経済活動の活性化を図る活動

（ ４） 情報化社会の発展を図る活動

（ ５） 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（ 事業）

第5条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

（ １） 市民や市民活動団体及び地域活動団体の自立と連携を推進する事業

（ ２） 市民活動や地域活動及び地域社会の情報化やまちづく りの支援事業

（ ３） その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

（ 種別）

第6条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（ 以下「 法」という。）

上の社員とする。

（ １） 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（ ２） 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体

（ 入会）

第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込

むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がな
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い限り、入会を認めなければならない。

２ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその

旨を通知しなければならない。

（ 入会金及び会費）

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（ 会員の資格の喪失）

第9条 会員が次の各号の一に該当すると至ったときは、その資格を喪失する。

（ １） 退会届の提出をしたとき。

（ ２） 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（ ３） 継続して２年以上会費を滞納したとき。

（ ４） 除名されたとき。

（ 退会）

第10条 会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

（ 除名）

第11条 会員が次の各号の一に該当すると至ったときは、総会において正会員総数の３分の２以上の

議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会

を与えなければならない。

（ １） この定款等に違反したとき。

（ ２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（ 拠出金品の不返還）

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

（ 種別及び定数）

第13条 この法人に次の役員を置く 。

（ １） 理事 ５人以上１０人以下

（ ２） 監事 １人以上２人以下

２ 理事のうち１人を理事長、若干名を副理事長とする。

（ 選任等）

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が１人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含ま

れることになってはならない。

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（ 職務）

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか

じめ指名した順序によって、その職務を執行する。
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３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。

（ １） 理事の業務執行の状況を監査すること。

（ ２） この法人の財産の状況を監査すること。

（ ３） 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

（ ４） 前号の報告をするため必要な場合には、総会を招集すること。

（ ５） 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会

の招集を請求すること。

（ 任期等）

第16条 役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とする。

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務は行わなければなら

ない。

（ 欠員補充）

第17条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。

（ 解任）

第18条 役員が各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の３分の２以上の議決

により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与え

なければならない。

（ １） 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（ ２） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（ 報酬等）

第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（ 職員）

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く ことができる。

２ 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

（ 種別）

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。

（ 構成）

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

（ 機能）

第23条 総会は、次の事項について議決する。
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（ １） 定款の変更

（ ２） 解散

（ ３） 合併

（ ４） 事業計画及び予算に関する事項

（ ５） 事業報告及び決算に関する事項

（ ６） 役員の選任等に関する事項

（ ７） 入会金及び会費に関する事項

（ ８） 長期借入金に関する事項

（ ９） 事務局の組織等に関する事項

（ 10） その他この法人の運営に関する重要事項
（ 開催）

第24条 通常総会は、毎年１回開催する。

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（ １） 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

（ ２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ

たとき。

（ ３） 第15条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。
（ 招集）

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
２ 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内
に臨時総会を招集しなければならない。

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をも

って、少なく とも５日前までに通知しなければならない。

（ 議長）

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（ 定足数）

第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（ 議決）

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

（ 表決権等）

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又

は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

３ 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適用
については、総会に出席したものとみなす。

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（ 議事録）

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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（ １） 日時及び場所

（ ２） 正会員総数及び出席者数（ 書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあ

っては、その数を付記すること。）

（ ３） 審議事項

（ ４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（ ５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及び会議において選出された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印しなけれ

ばならない。

３ 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことに

より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。

（ １） 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（ ２） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（ ３） 総会の決議があったものとみなされた日

（ ４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

（ 構成）

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

（ 権能）

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（ １） 総会に付議すべき事項

（ ２） 総会の議決した事項の執行に関する事項

（ ３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（ 開催）

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（ １） 理事長が必要と認めたとき。

（ ２） 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、招

集の請求があったとき。

（ ３） 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
（ 招集）

第34条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から１４日以内に理事
会を招集しなければならない。

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法を

もって、少なく とも５日前までに通知しなければならない。

（ 議長）

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（ 定足数）

第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
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（ 議決）

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（ 表決権等）

第38条 理事会の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又

は電磁的方法をもって表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

（ 議事録）

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（ １） 日時及び場所

（ ２） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（ 書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付

記すること。 ）

（ ３） 審議事項

（ ４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（ ５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印しな

ければならない。

第7条 資産及び会計

（ 資産の構成）

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（ １） 設立当初の財産目録に記載された資産

（ ２） 入会金及び会費

（ ３） 寄付金品

（ ４） 財産から生じる収益

（ ５） 事業に伴う収益

（ ６） その他の収益

（ 資産の区分）

第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

（ 資産の管理）

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（ 会計の原則）

第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

（ １） 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

（ ２） 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態

に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

（ ３） 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更
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しないこと。

（ 会計の区分）

第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
（ 事業計画及び予算）

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

ない。

（ 暫定予算）

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（ 事業報告及び決算）

第47条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借

対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後２か月以内に総会の承認を

得なければならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（ 事業年度）

第48条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（ 長期借入金）

第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短

期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第8条 定款の変更、解散及び合併

（ 定款の変更）

第50条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の議決

を得なければならない。

２ 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

（ １） 目的

（ ２） 名称

（ ３） 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（ ４） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（ 所轄庁の変更を伴うものに限る。）

（ ５） 正会員の資格の得喪に関する事項

（ ６） 役員に関する事項（ 役員の定数に係るものを除く 。）

（ ７） 会議に関する事項

（ ８） その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

（ ９） 解散に関する事項（ 残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）

（ 10） 定款の変更に関する事項
（ 解散）

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（ １） 総会の決議

（ ２） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
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（ ３） 正会員の欠亡

（ ４） 合併

（ ５） 破産手続開始の決定

（ ６） 所轄庁による設立の認証の取消し

２ 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ
ばならない。

３ 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（ 残余財産の帰属）

第52条 この法人が解散（ 合併又は破産手続開始の決定による解散を除く 。） したときに残存する財産

は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
（ 合併）

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、

かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9条 公告の方法

（ 公告の方法）

第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して

行う。

２ 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲
示して行う。

第10章 雑則

（ 細則）

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする

理事長 横田 裕

副理事長 坂田 美保子

副理事長 武井 敦司

理事 氏家 真美

理事 市川 憲治

監事 打田 芳惠

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成２６
年５月３１日までとする。

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。

５ この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成２５年３月３
１日までとする。
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６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

（ １） 入会金

正会員 個人 0円 団体 0円
賛助会員 個人 0円 団体 0円

（ ２） 年会費

正会員 個人 3,000円 団体 5,000円
賛助会員 個人 1口3,000円 （ 1口以上）

団体 1口5,000円 （ 1口以上）

附則

この定款の変更は、平成２６年１０月３日から施行する。

附則

この定款は、平成２９年５月２６日から施行する。
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【 経常収益】
  【 受取会費】
    会員受取会費 105, 000 
    賛助会員受取会費 30, 000 135, 000 
  【 受取寄付金】
    受取寄付金 1, 065, 006 
  【 事業収益】
    事業収益 28, 732, 235 
  【 その他収益】
    受取  利息 102 
        経常収益  計 29, 932, 343 
【 経常費用】
  【 事業費】
    （ 人件費）
      人件費(事業) 19, 801, 987 
      法定福利費(事業) 1, 313, 199 
      福利厚生費(事業) 15, 000 
        人件費計 21, 130, 186 
    研修費(事業） 17, 650 
    （ その他経費）
      業務委託費（ 事業） 686, 596 
      謝  金（ 事業） 1, 091, 209 
      印刷製本費(事業) 751, 106 
      会  議  費(事業) 33, 106 
      新聞図書費(事業) 1, 600 
      旅費交通費(事業) 979, 401 
      通　信　費(事業) 41, 990 
      接待交際費(事業） 5, 930 
      消耗品  費(事業) 650, 372 
      事務所費(事業） 120, 000 
      賃  借  料(事業) 252, 021 
      ＨＰ管理費(事業) 393, 536 
      広告宣伝費(事業） 33, 000 
      諸  会  費(事業) 10, 000 
      租税公課(事業) 1, 395, 550 
      支払手数料(事業) 32, 270 
        その他経費計 6, 477, 687 
          事業費  計 27, 625, 523 
  【 管理費】
    （ 人件費）
      人　件　費 120, 000 
        人件費計 120, 000 
    （ その他経費）
      会  議  費 3, 990 
      通　信　費 36, 336 
      賃  借  料 2, 400 
      ＨＰ管理費 47, 319 
      接待交際費 9, 142 
      新聞図書費 1, 600 
      保  険  料 39, 631 
      租税  公課 90, 000 
      支払手数料 1, 100 
        その他経費計 231, 518 
          管理費  計 351, 518 
            経常費用  計 27, 977, 041 
              当期経常増減額 1, 955, 302 

活 動 計 算 書
[税込]（ 単位： 円）

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日NPO法人湘南NPOサポートセンター
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活 動 計 算 書
[税込]（ 単位： 円）

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日NPO法人湘南NPOサポートセンター
【 経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【 経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 1, 955, 302 
          当期正味財産増減額 1, 955, 302 
          前期繰越正味財産額 2, 086, 443 

          次期繰越正味財産額 4, 041, 745 
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2022年度計画(予算書）
法人管理 メディア

スマホサ
ロン

地域魅力
市民活動セ
ンター

市民大学
市民提案
型協働

市民活動
神奈川農
福

神奈川支
え合い

予備 合計 比率

事業収益 1,500,000 180,000 10,000 18,619,000 305,000 2,758,800 200,000 1,254,000 1,800,000 26,626,800 94.6%

受講料

イベント収入

会費 200,000 200,000 0.7%

寄付 1,328,000 1,328,000 4.7%

売上高合計 1,528,000 1,500,000 180,000 10,000 18,619,000 305,000 2,758,800 200,000 1,254,000 1,800,000 28,154,800 100.0%

委託費 233,593 85,238 327,012 645,843 2.5%

印刷費 421,624 126,067 21,234 95,304 5,355 19,735 689,319 2.6%

運賃

会議費 2,656 425 682 4,968 6,468 4,340 19,539 0.1%

新聞図書費 1,065 1,705 2,770 0.0%

イベント費

交通費 3,824 731,718 24,430 5,071 28,151 94,224 2,641 890,059 3.4%

保険料 26,382 26,382 0.1%

接待交際費 6,086 1,747 1,680 2,132 11,645 0.0%

支払手数料 732 1,963 19,349 336 947 159 2,213 1,630 27,330 0.1%

消耗品費 7,153 287,974 7,761 31,725 16,698 64,433 415,744 1.6%

事務所費 113,257 113,257 0.4%

広告宣伝費 15,573 17,580 33,153 0.1%

賃借料 1,598 1,598 0.0%

謝金 144,904 395,823 38,664 137,317 106,091 822,800 3.1%

諸会費 9,438 9,438 0.0%

人件費 79,882 533,820 148,804 14,423,387 235,449 2,224,962 93,638 713,566 884,609 19,338,118 73.5%

講師料

法定福利費 1,399,177 1,399,177 5.3%

福利厚生費 15,982 15,982 0.1%

調査研究費

租税公課 59,912 63,153 8,196 887,638 14,111 9,093 100,088 184,381 1,326,572 5.0%

研修費 18,806 18,806 0.1%

通信費 24,188 376 37,745 2,295 937 127 65,669 0.2%

HP管理費 31,500 419,302 450,801 1.7%

販売管理費計 234,000 1,400,000 157,000 4,200 18,619,000 305,000 2,758,800 172,000 1,079,000 1,595,000 26,324,000 100.0%

営業損益 1,294,000 100,000 23,000 5,800 28,000 175,000 205,000 1,830,800 6.5%

受取利息 102 102

営業外収益 102 102

当期利益 1,294,102 100,000 23,000 5,800 28,000 175,000 205,000 1,830,902 6.5%
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令和 5 年度「事業」提案書

令和４年９月２２日

（宛先） 

 平塚市長 殿 

団 体 名 特定非営利活動法人ぜんしん 

代 表 者 柳川 涼司 

事業担当課 産業振興部・農水産課、平塚市農業委員会 

提 案 型 

□行政提案型   

■市民提案型（■自由部門 □テーマ設定部門）

新規・継続 □新規（提案 3 年分）■継続（令和 4 年度～）

 協働事業について、以下のとおり事業提案します。

１ 提案内容（事業担当課との意見交換をもとに、具体的に詳しく記入してください。） 

①事業名 

農業体験を通して不登校やひきこもりの若者と人材不足に悩む農家をつなぐ

就農支援事業 ～平塚市「スマートライスセンター」の通年営業モデルの

創出に向けて～

②事業の目的・ 

必要性 

なぜこの事業が必要
か、どのような市民サ
ービスの向上が図られ
るのかなど。 

当団体は過去 6 年に渡り、平塚市と不登校・ひきこもりに悩む親子へ

先ず、家から外へ出て、きっかけを得る為の居場所を提供して来た。次い

で、居場所で元気になれた若者が同市・中央図書館に出向き、本の修繕等

のボランティア体験を行うことで就労に向けて自信を培うまでに至った

が、未だ就労に結びつかない若者が存在している。その為、より実践的な

職業体験の場を設け、彼らが就労に繋がる機会を提供する必要がある。

一方、県下トップの米どころである本市の稲作を維持していくには、水

稲作業を受託する組織の存在が大きく、とりわけ稲作の全作業を請け負う

ことが出来る湘南ライスセンター株式会社への委託ニーズが年々増えて

いる。しかしながら、構成員の平均年齢は 70 代半ばといった現状であり、

労働力が衰退している。そのため、若者の労働力が求められているが、

新たに若者を呼び込むには、年間を通した営業体制の構築が必要である。

本事業は、働きたい意思を持ちながら働きづらさを抱える若者が、ライ

スセンターで農業体験に参加する。彼らの自立を促す社会参加の場を確保

するとともに、適性に応じてライスセンターでの就農を支援しながら、

同所の通年営業の可能性を検証していくことを目的とする。 

平塚市の農業施策として、スマート農業を実装し、地域を超えて稲作の

全工程を請け負える法人化したライスセンター（スマートライスセンタ

ー）の創出を目指している。 

また、同市・農業政策としては、50ha 以上を請け負え、稲作以外の営業

体制の創出による通年営業できるライスセンターの法人化を目指す過程

で、既存のライスセンターにおいて、若者をどのように迎え入れながら、

新たな業務に取り掛かることができるかの実証を継続していきたい。 

また、癒しなどの効果を発揮する『農業』において、より実践的な職業

体験の場を求め、若者の適性に応じた寄り添い型の自立支援と農業経営の

業務改善提案などができる NPO が、市と協働して事業を推進していく必要

があると考えている。デジタル機器を得意とするひきこもり等の若者が農

業体験等を通し、自身の適性を見極めながら活躍の場を広げることで自立

意欲を高め、就農できることを期待したい。 
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③協働の必要性・ 

メリット 

なぜ、市と協働で実施

したいのか、協働する

ことの必要性を記入し

てください。 

また、市民・団体・市

のメリットをそれぞれ

具体的に記入してくだ

さい。

必

要

性 

・相談から職業体験、就労へとワンストップで若者を自立へ導ける

・社会体験の場ほかへ参加する若者を団体スタッフが手厚く、多角的

にサポートする必要がある(社会への緩やかな橋渡し機能) 
・湘南ライスセンターの担い手不足を補うため、若者の適性に応じた

様々な農作業や業務について検討・提案できる

メ

リ

ッ

ト

（市民のメリット：市民が受けられるサービスや解決される課題など）

・若者は、自分の得意とする分野で活躍できる場が得られる

・若者は、小さな成功体験を積むことで自己肯定感が回復・向上する

・若者は、自立に向け、より実践的な体験ができ、就労も可能になる

・湘南ライスセンターは、異なる個性を持った仲間を受け入れること

で、他者を思いやる雰囲気が醸成され、働きやすい環境づくりに向

けた組織運営の意識が高まる

・湘南ライスセンターは、作業を補ってもらいながら、地域社会にお

ける農業の価値の向上につなげることができる

・湘南ライスセンターは、若者の個性を引きだすために業務の見直し

を検討し、効率を高めることができる

・農家・若者ともに、新たな労働力・雇用の創出につながる

（団体のメリット：行政が持つ情報等の活用や信頼性の確保など） 

・事業実施に要する「職業体験」の場を確保できる

・数多くの職業人と接する為、会話や対人訓練等の場を得られる

・協働することで農家の方々と団体が連携し、事業を展開し易くなる

（市のメリット：団体が持つ専門性やノウハウの活用など） 

・スマートライスセンターの若者雇用のモデルとして、波及効果が

見込まれる(取り組みや成功事例の PR を行う等、多くのひきこもり

状態にある若者のチャンスになる) 

・ライスセンターの通年営業体制の構築に向けて若者の適性に応じた

様々な提案が得られると同時に、就農に直結する可能性がある 

・誰もが活躍できる地域社会の実現のために協働することは、地域社

会における農業の価値の向上につながる 

・ライスセンターが受託する量やメニューを増やすことができ、益々

高齢化する農家のニーズに応えることができる 

・様々な支援を受けたが、状況改善に至らない当事者(親子)が、自立

に向け、団体のノウハウ等を活かし、ワンストップかつ段階的に

支援の手を差し伸べられる
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④事業のアピール

ポイント 

この事業の先駆性、先進

性、創意工夫、事業の売

りや熱い想いなどアピ

ールできることを記入

してください。 

・ゲームやネット依存等で悩む若者が得意とするデジタル機器等を活用

し、多様な人々と交流しながら新たな社会で活躍する機会を得られる 

・不登校やひきこもりの若者は、団体の寄り添い型の手厚い支援を受けら

れるので、安心して体験等に参加し、ライスセンターに就労できる可能

性がある

・コロナ禍にある中、若者たちは、屋外での農作業に参加することで、

①生活習慣の改善が図られ、②達成感を得て、自己肯定感が醸成される

ことから自立意欲が更に高まることが期待できる 

・農業技術の習得ほか、若者は就農に向けて段階的な準備を進める過程で

農家とつながり、農作業の報酬を得られる機会が生まれる可能性がある

・スマート農業導入により「3K(きつい・汚い・危険)」とされて来た従来

の農業イメージが、「かっこいい・稼げる・感動」へと変化しており、

若者の参加が見込まれる(団体スタッフも体験に参加し、実感している)

・稲作の全行程を担うことができる「湘南ライスセンター」において、

急務とされる人材不足が補われ、組織が活性化することで、都市農業の

先駆的モデルを確立できる

・県下トップの米どころを維持する一助となり、はるみブランドの強化が

可能になるほか、市農政が長い間、課題としてきた「ライスセンターの

通年営業体制の構築」に向けた提案を行うことができる
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⑤事業概要・計画 

スケジュール・人員配

置など時系列、箇条書

きで具体的に記入して

ください。 

2 年目は、スタッフを増員しながら、寄り添い型の支援を継続し、初年

度に計画した体験作業内容を拡張させていく。また、今年度は、体験を積

み重ねる過程で「作業のやり方メモ（仮称）」を作成し、築き上げた若者

と農家の方々との信頼関係を更に深めながら若者の自立を含め、スマート

ライスセンターの通年営業モデルの構築に向けた実証を進めたい。

①4 月～11 月 湘南ライスセンターで農家(各農家)の方々と年度初めの

ヒアリング等の実施、体験作業内容の打合せ、就農希望者

の受入れに向けた話し合い、団体会議等の開催(18 回) 
②5 月～3 月 体験者を受け入れる準備・手続き等を行う為の「事前説明

会」を開催する。また、春先の体験終了後や事業の終盤に

て「振り返りの場」を設け、体験者の意見等を伺う(3 回) 
③5 月～3 月 配布資料･打合せ･アンケート分析等の書類作成に加え､作

業内容の理解を深め、関係各位とのコミュニケーション

ツール等となる「作業のやり方メモ(仮称)」を作成(82 回) 
④5 月～3 月 農作業の体験…播種､ハウス移動､水まき､外出し､田植え･

刈り取り体験(見学を含む)、出荷等の作業を湘南ライス

センターほかで体験する。(16 回) 
⑤5 月～3 月 業務改善等に向けたﾐｰﾃｨﾝｸﾞや具体的な改善作業の実施…

若者の適性に応じた業務提案のために、ライスセンターに

おけるスマート農業を活用した業務内容等を検討する。

また、実際に現場で必要とされている請求書の確認・デー

タ整理等の作業をサポートしていく。また、必要に応じて、

大手農機メーカーが実施するオンラインによるスマート

農業の説明会等、学びの場を設けていく。(6 回)  
※体験等を踏まえ、デジタルに関するサポート、または、

ライスセンターの通年営業に向けた提案…パソコンを活用

した事務作業ほかのお手伝い等について提案を行いなが

ら、具体的なサポートを目指す(提案：3 回) 
⑥3 月   実証してきた提案のまとめに向けて、若者と農家を交えた

話し合いの場・振り返り(2 回) 

⑥役割分担 

団体、市の役割を具体

的に記入してくださ

い。 

（団体の役割）

・不登校・ひきこもり等の経験をした「寄り添いスタッフ」の提供

・農業体験者へ事前・事後の「メンタルケアー」等の相談を実施

・デジタルサポートを得意とする様々な若者の適性に応じたライスセンタ

ーでの業務提案（通年営業に向けた検討・提案）

・体験者が飽きずに楽しみながら職業体験に参加できるように、ゲーム

攻略的な指標等を活用する(体験者は回復過程において段階的に業務改

善に向けた提案等のサポートもこなせるように導いていく)
（市の役割）

・湘南ライスセンターをはじめ、農家の方々や JA 湘南ほかとの連絡と

調整（体験だけでなく、就職先となる農家等の紹介も含む）

・市内の農業情勢に詳しい職員の提供

・広報ツールで当該事業の周知や PR に協力
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⑦他団体との連携 

この事業に関し、他団

体等と連携の実績や予

定があれば記入。

・平塚市/青少年課と開催している「居場所事業」や同市・社会教育部中央

図書館と開催している「図書館ボランティア体験」と連携して実施する

・参加者の状況に応じて関連する医療機関の臨床心理士等とメンタルケア

ーを行いながら本事業を展開していく

・参加者となる当事者の紹介や支援活動の周知協力には以下の機関を予定

している
(1)神奈川県立青少年センター  (2)神奈川県平塚保健福祉事務所
(3)平塚市教育委員会  (4)平塚市子ども教育相談センター
(5)平塚市児童相談所  (6)平塚市内各図書館 ほか市内外の団体・機関

・農業に関する技術・最新情勢・体験先の提供等を以下の機関から受ける
(1)神奈川県農業技術センター  (2)平塚市農業委員会

(3)湘南ライスセンター株式会社ほか､地元の農家の方々

⑧成果目標 
（目標値） 

できるだけ数値で具体

的に記入してくださ

い。 

・平塚市協働事業「不登校・ひきこもり改善・自立支援の参加者人数：

H30 年度 63 名、R1 年度[後援事業]22 名、R2 年度[後援事業]37 名

・市内の不登校児童・生徒数の状況（令和 2 年度）

a)小学校 147 人 b)中学校 290 人 計：437 人(学校教育部･教育指導課）

・市内のひきこもり者数（推計･令和 3 年 1 月 / 15～39 歳）：約 980 人

(人口：62,421 人×1.57%※1) ※1：内閣府調査(2016 年)出現率で算出

上記の中で該当する当事者が職業体験等に参加することで､仕事や学業

に対する意欲が高まり、自立につながる可能性がある

・成果目標値：以下、6 項目において目標値を定めたい。

[活動目標] 
①農作業の体験の実施回数：16 回

②農作業の体験の参加人数：48 名以上(3 名以上/回) 
③業務改善等に向けたミーティングや具体的な改善作業の実施：6 回

[成果目標] 
①作業のやり方メモ(仮称)：各作業内容について A4 用紙 1 枚を作成

  ※各作業内容は実際に体験する播種、ハウス移動、水まき等

②アルバイト雇用実績人数：２～５人 

③業務改善提案が取り入れられた数：５件 

  ※内、デジタルに関連する業務改善提案：３件

⑨関連法令等 

事業実施に関連した法

令等があれば記入して

ください。 

・子ども・若者育成支援推進法

※ご不明の場合は、事業担当課へご確認ください。

⑩実施年度以降の

展望 

今回提案の事業実施 

年度以降の展望を記 

入してください。 

■ 実施年度以降も提案型協働事業で実施

※市支出見込額（2 年目  2,752,158 円、3 年目   4,532,580 円）

□ 提案型以外の方法で協働を継続

□ 団体が単独で実施 □ 行政が単独で実施 □ 終了する

□ その他（            ）
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（実施後の具体的な事業展開や上記の補足事項）

2 年目も職業体験等において農家の方々や諸機関との関係性の構築を引き

続き、慎重に進めていく。「作業のやり方メモ(仮称)」等のツールを有効活用

しながら、築き上げた信頼関係をもとに、翌年度以降も以下の通り、ライス

センターでの通年営業体制の構築に向けた事業を拡大していく。

・2 年目以降は、職業体験等を重ねながら、実証・提案するサポート等を本格

的に着手していく。日進月歩する農業技術の動向を踏まえながら、実証・提

案するサポート等は、臨機応変に対応していきたい。また、業務内容等の情

報整理を図ることを推し進め、様々な特性を持つ体験者の自立に向けた段階

に応じて必要とされる「ノウハウや知識等を提供する場」を設ける為の準備

も着実に進めていく。

・3 年目は、更に実証・提案した事業の実践にとりかかり、想定では、デジタ

ル系サポート内容を拡大させていく(農薬散布ドローン等、リモート機材によ

る作業ほか)。また、これまでの事業で整理された業務内容等の情報を更新し

ながら、より多くの体験者を募る為の仕組みづくり等を検討している。

・3 年目以降は、市内の農家と連携し、若者の体験先や就農が可能となる場(若
者が活躍できる就職先)を拡張していく事業をライスセンターとともに実施し

ていきたい。また、同センターと連携しながら企業体験の場を設ける仕組み

を構築していく。団体は、若者たちのコーディネート役として職業体験の場

や就労先等も提供する役割を担いながら、収益モデルの構築を目指していく。
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２ 企画提案団体の概要

①団体名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) トクテイヒエイリカツドウホウジン ゼンシン

特定非営利活動法人 ぜんしん

②所在地 
〒254-0026 

平塚市中堂 2 番 22 号

③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.zenshinnpo.org 

④連絡担当者 

及び連絡先 

担当者 柳川 涼司 （役職） 理事長

電 話 0463-23-1177 （連絡可能な時間帯） 10 時から 22 時

ＦＡＸ 0463-23-1177 e-mail ryoz@lifestyle-cps.sakura.ne.jp 
住 所 〒254-0026  平塚市中堂 2 番 22 号

⑤設立年月 平成 23 年 10 月 （法人格取得年月 平成 24 年 9 月）

⑥会員の状況 個人会員 56 人 （うち平塚市民 22 人） 団体会員 団体

⑦活動内容 

・活動実績 

1)居場所の提供：不登校･ひきこもり当事者親子が集い､意見交換等を行う。

 ・令和 2 年度 延参加者：90 名 ・令和 3 年度 延参加者：169 
2) 就労支援相談会&ミニ講座の開催：ひきこもりやニート状態にあり、就労に悩

む親子へ相談会や就活時/就職後に役立つコミュニケーションミニ講座を実施 

・令和 2 度 延参加者：123 ・令和 3 年度 延参加者：182 名

3)訪問支援：当事者親子の各家庭他へ訪問し､個別相談やパソコン講座等を実施。

・令和 2 年度 236 件  ・令和 3 年度 416 件

4)その他(講演会[神奈川県共催事業]、図書館ボランティア体験事業[平塚市協働

事業]、e スポーツをテーマにした職業体験事業[神奈川県委託事業]、ほか) 

⑧協働事業
との関わり 

■新たな事業   □今までの活動の拡大   □今までの活動と同規模

⑨活動体制 

活動に携わる

メンバーを記

入してくださ

い。 

１０名以上の

場合は、主なメ

ンバーを記入

してください。 

役職等 氏名 協働事業での役割 

①理事長 柳川 涼司 事業全体の総括(産業カウンセラー) 

②理事 手塚 明美 当事者・支援者の紹介、運営助言 

③理事 森岡 正士 マネジメント、運営助言 

④理事 佐藤 五十男 当事者の紹介・受入れ、運営助言 

⑤農業委員会会長 佐藤 光夫 湘南ライスセンター情報の提供等 

⑥湘南ﾗｲｽｾﾝﾀｰ 片倉 保 農業アドバイザー、体験先の提供 

⑦ 江藤 佳子 ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ、資料作成、体験者補佐等

⑧ 来城 裕司 ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ、資料作成、体験者補佐等

⑨ 甲田 浩之 企画考案補佐、ピアサポーター 

⑩ 柳川 範子 会計管理、収支決算報告の作成 
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３ 収支予算書（この協働事業だけの金額を記入してください）

総 事 業 費 2,782,158 円
市 の 支 出 2,624,758 円

団体の支出（他の収入等） 157,400 円

①収入                         金額単位：円 

項  目 予算額 内  容

市の支出 Ｃ 2,624,758 

団体の支出 157,400 団体の会計より支出 

事業収入 0 職業体験者の参加費は、徴収しない 

収入合計 Ａ 2,782,158 

②支出 

項  目 予算額 うち市の支出分 積算単価などの具体的な内容

実証・検証報酬

(責任者) 881,250  881,250 

総括責任者(産業カウンセラー/心理相談員): 
①打合せ訪問・会議等：5H×18 日×1 人×1,500 円

②事前説明会等：7.5H×3 日×1 人×1,500 円

③配布資料等の書類作成：5H×60 日×1 人×1,500 円

④農作業の体験：7.5H×16 日×1 人×1,500 円

⑤業務改善提案等 MTG：7.5H×6 日×1 人×1,500 円

⑥振り返り等の会議：5H×2 日×1 人×1,500 円

実証・検証報酬

(団体スタッフ) 1,069,750  1,069,750 

団体スタッフ：

①打合せ訪問・会議等：5H×18 日×3 人×1,100 円

②事前説明会等：7.5H×3 日×3 人×1,100 円

③配布資料等の書類作成：5H×11 日×2 人×1,100 円

④農作業の体験：7.5H×16 日×3 人×1,100 円

⑤業務改善提案等 MTG：7.5H×6 日×3 人×1,100 円

⑥振り返り等の会議：5H×2 日×3 人×1,100 円

事務用品費 153,638  53,838 
ノートパソコン：99,800 円、プリンター用インク
代:5,620 円×6 組、郵送関連(角 2 封筒等):4,840
円、A4 コピー用紙、文房具類:15,278 円

消耗品費 147,240  89,640 PC 周辺機器等：57,600 円、農業用品(作業着、長
靴等)：83,040 円 コロナ関連部材：6,600 円

旅費交通費 216,900  216,900 団体スタッフ:(1,040＋1,080＋1,320＋1,380
円)×45 日

印刷製本費 40,500  40,500 パンフレットデザイン費：30,000 円、
A4 カラー・両面印刷費：3.5 円×1,500 枚×2 回

通信運搬費 18,000  18,000 事業周知パンフレット郵送費：250 円×36 カ所×2 回

保険料 254,880  254,880 職業体験者:1,770 円×16 日×5 人 ※増員 1 名＋予備 1名
団体スタッフの傷害保険：1,770 円×16 日×4 人

支出合計 Ｂ 2,782,158 Ｄ 2,624,758 
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注）収入合計 A と支出合計 B、及び、市の支出 C と支出合計 Dは同額となります。

注）市の支出の他に、県やその他の助成金がある場合は、収入・支出に明記してください。

※事業の実施及び予算は３月議会での承認により決定されます。

※この事業提案書は、個人情報の一部を除き、ホームページ等で公表します。

- 32 -



 令和 4年 8 月 3日 

    令和 5 年度実施 市民提案型協働事業 事前意見交換(結果)確認書

事 業 名 
農業体験を通して不登校やひきこもりの若者と人材不足に悩む農家をつな

ぐ就農支援事業～平塚市「スマートライスセンター」の通年営業モデルの

創出に向けて～

実 施 主 体 

団 体 名 特定非営利活動法人ぜんしん

事業担当課 産業振興部・農水産課、平塚市農業委員会

意見交換の概要 

【提案団体の考え】 

 ひきこもっている若者らがより実践的な職業体験を通して、人の役に

立つことで、更に自信を培うことができ、ステップアップが見込める。 

 農家の方々ら、多様な人々との交流を通し、不登校・ひきこもりにある

若者の自立を促す為には､本事業のプログラムが有効であると考えている。

【担当課の考え】 

本市の農業施策として、若者が参画し、通年営業できるスマートライス

センターの創出を目指しているが、様々な個性を持った若者の適正に合う

業務提案について期待している。また、様々な事情があり引きこもりとな

っている若者に対して、行政及び農業者と共に、あせらずにじっくりと取

り組んでいきたい。 

事業実施に 

向けての 

課題と対応 

【確認できた現状の課題】 

①天候に左右される事業の為､日程確認等の連絡体制を整えていくこと。 

②限られた時間内で、職業体験作業の理解を深めていく必要性がある。 

③実際に現場で職業体験を行ったところ、多くの若者を受け入れた際に、

現状の団体スタッフの体制では、人員不足にあることが判明した。 

【確認できた課題への対応など】 

①市担当職員が、湘南ライスセンターほか農家の方との調整を行い、職業

体験日等の実施日に間違いが生じないようにする。 

②職業体験日に団体スタッフが写真やメモ等を取り、作業理解を深める。 

③団体は、体験者をサポートするスタッフが不足しないように努める。 

今後の展望 

■①来年度実施協働事業として提案予定   □②今年度中に実施 

□③団体単独で実施            □④行政単独で実施 

□⑤現在、提案するか保留・検討中     □⑥他の制度を活用 

□⑦提案、及び、実施をしない（実施への課題等を今後も双方で協議） 

□⑧その他（                          ） 

上記で協働事業

として提案しな

い場合等の理由 

協働事業での実施が困難な理由などを具体的に記入してください。 

事業実施に 

向けての 

改 善 策 

①職業体験日等の日程調整は予め、ゆとりをもって決定していき、降雨等

で日程変更を余儀なくされる場合は、市職員・農家の方・団体スタッフ

の連絡担当者を定め、重要な情報が的確に伝わるように留意したい。 

②「作業のやり方メモ(仮称)」を作成する等して、体験作業内容の理解を

深め、体験者が着実に自立へと向かうように後押ししていく。 

③団体スタッフの人員を増やすことで、体験者が安心して職業体験に参加

できるように改善を図る。 

協働推進課 

調整事項 
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団体 担当課

4 4 1 農水産課 団体と担当課との意見交換 柳川
農水産課：野地、加藤、土
方、農業委員会：西山

4 4 農水産課 団体と担当課との意見交換 柳川
農水産課：野地、
加藤、土方

4 18 湘南ライスセンター 団体と担当課と湘南ライスセンターの意見交換 柳川
農水産課：野地、加藤
SRC：片倉社長

5 1 農水産課へTEL 団体と担当課との意見交換 柳川 野地

5 22 湘南ライスセンター 団体と担当課と湘南ライスセンターの意見交換
柳川、甲田、江藤ほか
体験者

野地、、西山ほか、
SRC：片倉社長ほか

5 22 メール送信 令和5年度実施提案型協働事業への継続提案意向確認 柳川 野地、土方

6 7 城島地区学習田 提案事業企画検討打合せ 柳川、甲田 野地、土方

7 12 農水産課 事業提案企画検討打合せ 柳川
野地、土方、
所

7 22 湘南ライスセンター 事業提案企画検討打合せ 柳川
野地、、土方、
SRC：片倉社長ほか

7 29 農水産課へTEL 事業提案に向けた企画書類の確認 柳川 野地

8 1 農水産課 事業提案企画検討打合せ 柳川
野地、土方、
所

8 3 農水産課 事業提案に向けた企画書類の確認 柳川 野地、土方

8 5 農水産課 事業提案書の提出 柳川 野地、土方

（ 令和 5 年度実施）協働事業　意見交換・活動記録簿

事業名
農業体験を通して不登校やひきこもりの若者と人材不足に悩む農家をつなぐ就農支援事業

～平塚市「スマートライスセンター」の通年営業モデルの創出に向けて～

年
度
月 日 場所 内容

出席者
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1 of 9

制定 ２０１２年５月１９日

特定非営利活動法人ぜんしん 定款

第１章総則

（ 名称）

第１条この法人は、特定非営利活動法人ぜんしん という。

（ 事務所）

第２条この法人は､主たる事務所を神奈川県平塚市に置く 。

第２章目的及び事業

（ 目的）

第３条この法人は、不登校の子どもやひきこもりに陥っている若者及びその保護者に対し、

居場所を提供し、不登校・ ひきこもりの元当事者が中心となり復学・ 進学・ 就労に向けた

プログラムの提供を通じて自立を支援する事業を行い、学校外での学習及び交流を求める

若者の成長と自立を促し、彼らが自分らしく生きていける環境づく りに寄与することを

目的とする。また、高齢者や障がい者等、広く市民に対し、子育て・ 教育に関する事業を

行い、そうした市民の自立や生きがいの創出に寄与することを目的とする。

（ 特定非営利活動の種類）

第４条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（ １） 社会教育の推進を図る活動

（ ２） 子どもの健全育成を図る活動

（ ３） 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

（ 事業）

第５条この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。

（ １） 子育て・ 教育支援事業

（ ２） 子育て・ 教育に関する普及啓発事業

（ ３） 若者の自立・ 就労支援事業

（ ４） その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第３章会員

（ 種別）

第６条この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法

（ 以下「 法」 という。） 上の社員とする。

（ １） 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（ ２） 賛助会員この法人の目的に賛同して活動を支援するために入会した個人及び団体

（ 入会）

第７条会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると

認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

２ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。
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（ 入会金及び会費）

第８条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（ 会員の資格の喪失）

第９条会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（ １） 退会届の提出をしたとき。

（ ２） 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。

（ ３） 継続して２年以上会費を滞納したとき。

（ ４） 除名されたとき。

（ 退会）

第１０条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、

任意に退会することができる。

（ 除名）

第１１条会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会において正会員

総数の３分の２以上の議決により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（ １） この定款等に違反したとき。

（ ２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（ 拠出金品の不返還）

第１２条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第４章役員及び職員

（ 種別及び定数）

第１３条この法人に次の役員を置く 。

（ １） 理事 ３人以上６人以下

（ ２） 監事 １人以上２人以下

２ 理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長とする。

（ 選任等）

第１４条理事及び監事は、総会において選任する。

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の

親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が

役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

（ 職務）

第１５条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、

この法人の業務を執行する。

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。

（ １） 理事の業務執行の状況を監査すること。

（ ２） この法人の財産の状況を監査すること。
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（ ３） 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

（ ４） 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

（ ５） 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

（ 任期等）

第１６条役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず､任期の末日において後任者が選任されていない場合には、

同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は

現任者の任期の残存期間とする。

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

（ 欠員補充）

第１７条理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、

遅滞なく これを補充しなければならない。

（ 解任）

第１８条役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会において正会員

総数の３分の２以上の議決により、これを解任することができる。

この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（ １） 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき

（ ２） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしく ない行為があったとき

（ 報酬等）

第１９条役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（ 職員）

第２０条この法人に、事務局長その他の職員を置く 。

２ 職員は、理事長が任免する。

第５章総会

（ 種別）

第２１条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。

（ 構成）

第２２条総会は、正会員をもって構成する。
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（ 権能）

第２３条総会は、次の事項について議決する。

（ １） 定款の変更

（ ２） 解散

（ ３） 合併

（ ４） 事業計画及び予算に関する事項

（ ５） 事業報告及び決算に関する事項

（ ６） 役員の選任等に関する事項

（ ７） 入会金及び会費に関する事項

（ ８） 長期借入金に関する事項

（ ９） 事務局の組織等に関する事項

（ １０） その他この法人の運営に関する重要事項

（ 開催）

第２４条通常総会は、毎年１回開催する。

２ 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

（ １） 理事会が必要と認め招集を請求したとき。

（ ２） 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき。

（ ３） 第１５条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。

（ 招集）

第２５条総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、

その日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。

３ 総会を招集するときは、会場の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、少なく とも５日前までに通知しなければならない。

（ 議長）

第２６条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（ 定足数）

第２７条総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（ 議決）

第２８条総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ

通知した事項とする。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

（ 表決権等）

第２９条正会員の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について

書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが

できる。

３ 前項の規定により表決した正会員は、第２７条、前条第２項、次条第１項及び第５１条

第１項の適用については、総会に出席したものとみなす。
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４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、

その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第３０条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。

（ １） 日時及び場所

（ ２） 正会員総数及び出席者数（ 書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあっては、その数を付記すること。）

（ ３） 審議事項

（ ４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（ ５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事署名人２人以上が署名

又は記名押印しなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、

次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（ １） 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（ ２） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（ ３） 総会の決議があったものとみなされた日

（ ４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第６章理事会

（ 構成）

第３１条理事会は、理事をもって構成する。

（ 権能）

第３２条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（ １） 総会に付議すべき事項

（ ２） 総会の議決した事項の執行に関する事項

（ ３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（ 開催）

第３３条理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

（ １） 理事長が必要と認めたとき。

（ ２） 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

（ ３） 第１５条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（ 招集）

第３４条理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、

その日から２０日以内に理事会を招集しなければならない。

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

書面又は電磁的方法をもって、少なく とも１０日前までに通知しなければならない。
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（ 議長）

第３５条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（ 定足数）

第３６条理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

（ 議決）

第３７条理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（ 表決権等）

第３８条各理事の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について

書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、第３６条及び次条第１項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、

その議事の議決に加わることができない。

（ 議事録）

第３９条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（ １） 日時及び場所

（ ２） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（ 書面又は電磁的方法による表決者にあっては、

その旨を付記すること。）

（ ３） 審議事項

（ ４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（ ５） 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が

署名又は記名押印しなければならない。

第７章資産及び会計

（ 資産の構成）

第４０条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（ １） 設立当初の財産目録に記載された資産

（ ２） 入会金及び会費

（ ３） 寄付金品

（ ４） 財産から生じる収益

（ ５） 事業に伴う収益

（ ６） その他の収益

（ 資産の区分）

第４１条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。

（ 資産の管理）

第４２条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。
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（ 会計の原則）

第４３条この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

（ １） 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

（ ２） 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績

及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

（ ３） 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、

みだりにこれを変更しないこと。

（ 会計の区分）

第４４条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。

（ 事業計画及び予算）

第４５条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、

総会の議決を経なければならない。

（ 暫定予算）

第４６条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、

収益費用を執行することができる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（ 予備費）

第４７条予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（ 事業報告及び決算）

第４８条この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、

活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、

その年度終了後３か月以内に総会の承認を得なければならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（ 事業年度）

第４９条この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（ 長期借入金）

第５０条この法人が資金を借入しようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する

短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第８章定款の変更、解散及び合併

（ 定款の変更）

第５１条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の

４分の３以上の議決を得なければならない。

２ 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

（ １） 目的

(２ ) 名称

(３ )  特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

   (４ ) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（ 所轄庁の変更を伴うものに限る。）

（ ５） 正会員の資格の得喪に関する事項

（ ６） 役員に関する事項（ 役員の定数に係るものを除く 。）

（ ７） 会議に関する事項
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（ ８） その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

（ ９） 解散に関する事項（ 残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）

（ １０） 定款の変更に関する事項

(解散)

第５２条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（ １） 総会の決議

（ ２） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（ ３） 正会員の欠亡

（ ４） 合併

（ ５） 破産手続開始の決定

（ ６） 所轄庁による設立の認証の取消し

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の

承諾を得なければならない。

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（ 残余財産の帰属）

第５３条この法人が解散（ 合併又は破産手続開始の決定による解散を除く 。） したときに

残存する財産は、総会において選定した他の特定非営利活動法人に帰属するものとする。

（ 合併）

第５４条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第９章公告の方法

（ 公告の方法）

第５５条この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に

掲載して行う。

２ 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る広告については、この法人のホームページに

掲載して行う。

第１０章雑則

（ 細則）

第５６条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 栁川涼司

副理事長 塚田浩幸

理事 手塚明美

同 坂田美保子

同 打田芳惠

監事 沼田喜久枝

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、

この法人の成立の日から２０１４年３月３１日までとする。

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第４５条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによるものとする。
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５ この法人の設立当初の事業年度は、第４９条の規定にかかわらず、成立の日から

２０１３年３月３１日までとする。

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、

次に掲げる額とする。

（ １） 入会金

正会員 個人 ５，０００円 団体 １０，０００円

賛助会員 個人 ０円 団体 ０円

（ ２） 年会費

正会員 個人 ５，０００円 団体 １０，０００円

賛助会員 個人 １口 １，０００円（ １口以上）

団体 １口 １，０００円（ １口以上）

附 則

この定款は、平成29年6月24日から施行する。
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法人の名称　　特定非営利活動法人　ぜんしん
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費

　 正会員受取会費 140,000
 　賛助会員受取会費 80,000

220,000
２．受取寄附金

　 受取寄附金　　 398,250
398,250

３．受取助成金等

   協働事業 849,280
   協賛事業 10,009

859,289
４．事業収益

  ① 子育て・教育支援事業
   ア）居場所の開催 80,000
   イ）就労支援相談会の開催 33,500
   ウ）就労支援向けミニ講座の開催 54,000
   エ）訪問支援による個別相談 3,445,580
  ② 子育て・教育に関する普及啓発事業
   ア）「不登校」や「ひきこもり」等の

        講演会ほか各種イベント、学習会の開催 10,734
  ③ 若者の自立・就労支援事業
   ア)ひきこもりの若者への社会的な自立支援 682,740

4,306,554
５．その他収益

雑収入

受取利息 2
2

経常収益計 5,784,095

Ⅱ 経常費用

１．事業費

（１） 人件費

① 子育て・教育支援事業費 1,845,739
② 子育て・教育に関する普及啓発事業費 211,806
③ 若者の自立・就労支援事業費 968,257

人件費計 3,025,802
（２） その他経費

　 水道光熱費 22,865
 　旅費交通費 85,076
　 通信運搬費 166,593
　 広告宣伝費 91,529
　 印刷製本費 22,742
 　接待交際費 67,697
　 消耗品費 523,440
   講師謝礼 45,000
　 資料作成費 907,978
 　リース代 125,566
 　損害保険料 18,662
   会議費 74,536
車両燃料費 4,571

　 研修費 41,020

活動計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

金額
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   諸会費 35,600
   食料費 25,653

その他経費計 2,258,528
事業費計 5,284,330

２．管理費

（１） 人件費

   役員報酬 0

人件費計 0
（２） その他経費

　 水道光熱費 9,799
 　旅費交通費 36,460
　 通信運搬費 71,396
　 消耗品費 224,331
　 リース代 53,814
　 損害保険料 7,998
   支払手数料 1,336
   雑費 23,020

　　管理費計 428,154
経常費用計 5,712,484
当期経常増減額 71,611

Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 0
0

経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 0
0

経常外費用計 0
税引前当期正味財産増減額 0
法人税、住民税及び事業税 0
当期正味財産増減額 71,611
前期繰越正味財産額 201,860
次期繰越正味財産額 273,471
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特定非営利活動法人　ぜんしん
（単位：円）

備 考

Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 200,000
賛助会員受取会費 100,000

300,000
２．受取寄附金
受取寄附金　　 120,000

120,000
３．受取助成金等
助成金等 1,850,000

1,850,000
４．事業収益
①子育て・教育支援事業
　ア)居場所の開催 30,000 参加費：500円×60人
　イ）就労支援相談会の開催 16,500 参加費：500円×33人
　ウ）就労支援向けミニ講座ほかの開催 35,000 参加費：500円×70人
　エ）訪問支援による個別相談 1,261,000
②子育て・教育に関する普及啓発事業
　ア）「不登校」や「ひきこもり」等の講演会ほか
     　各種講座開催事業 30,000 講演料

③若者の自立・就労支援事業
　ア）ひきこもりの若者への社会的な自立支援 465,600

1,838,100
５．その他収益
受取利息 2

2
経常収益計 4,108,102

Ⅱ 経常費用
１．事業費
（１） 人件費

①子育て・教育支援事業

　エ）訪問支援による個別相談 988,000
②子育て・教育に関する普及啓発事業

　ア）「不登校」や「ひきこもり」等の講演会ほか

     　各種講座開催事業 90,000 講師謝金、イベント開催時のスタッフ謝礼

③若者の自立・就労支援事業

　ア）ひきこもりの若者への社会的な自立支援 1,171,500 講座プログラム・資料作成、指導費

人件費計(A) 2,249,500
（２） その他経費

会場利用費 36,000 6,000円×6回
消耗品費 150,000 PC関連備品、インク代、文具、農業用品等
旅費交通費 110,000 サポーターの交通費ほか

宣伝広告費 90,000 活動告知パンフレットほか制作費等
通信運搬費 100,000 行政や諸団体ほかへの通信費

設備費 210,000 パソコン&周辺機器、各種ソフトほか

保険料 144,000 図書館ボランティア、農業体験ほか

食糧費 23,000 居場所ほかで参加者へ振る舞うお茶菓子代

リース費 240,000 高性能ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(2万円×1台×12ヵ月)
研修費 50,000 臨床心理士ら講師謝礼
会議費 70,000 スタッフ研修・打合せ費
その他経緯費計(B) 1,223,000
経常事業費計 3,472,500

２．管理費
役員報酬 0
消耗品費 81,000 A4、B5コピー用紙ほか事務用品

通信運搬費 88,000 Webサイト維持、サーバー管理等

旅費交通費 65,000 新規取引先の開拓営業、勉強会参加等
水道光熱費 53,000 自宅事務所にて20％按分

諸会費 35,000 他団体の会員費

支払手数料 2,520 振込手数料等

雑費 20,000 不登校新聞購入など

予備費 30,000
管理費計(C) 374,520

経常費用計 3,847,020 (A)+(B)+(C)
当期経常増減額 261,082

Ⅲ 経常外費用
当期正味財産増減額 261,082
前期繰越正味財産額 273,471
次期繰越正味財産額 534,553

令和 4 年度 活動予算書
～ 2022年 4 月 1 日 から 2023 年 3 月 31 日まで ～

科 目 金 額
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